
様式第42号
市民税・県民税

市　税　代　表　相　続　人　変　更　届 固定資産税・都市計画税
軽自動車税

平成　　　年　　　月　　　日
津山市長　殿

　被相続人　　　　　　　　　　　　（義務者番号　　　　　　　　　　　）に係る市税の賦課徴収及び還付に関する
納税義務を承継し、その書類を受領する代表相続人を変更しましたので届け出ます。

〒　　　　　　-

□配偶者　　□子　　□親　　□兄弟姉妹　
□その他（　　　　　　　　　   　  　　　　　）

㊞

〒　　　　　　-

㊞

代　表　相　続　人　以　外　の　相　続　人

明　大 □配偶者　□子　□親　□兄弟姉妹　

昭　平 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

明　大 □配偶者　□子　□親　□兄弟姉妹　

昭　平 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

明　大 □配偶者　□子　□親　□兄弟姉妹　

昭　平 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

明　大 □配偶者　□子　□親　□兄弟姉妹　

昭　平 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

明　大 □配偶者　□子　□親　□兄弟姉妹　

昭　平 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

※相続放棄をした場合には、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等をご提出ください。

① 代表相続人は、被相続人名義の市税に係る納税通知書等の文書を、相続人を代表して受領します。
② 代表相続人を再度変更する場合、改めて「市税代表相続人変更届」を提出する必要があります。

送付文書の不着返戻等の事情により、届出のあった代表相続人に送付することが不適当であると市が
判断した場合、予告なく別の相続人を代表者に指定する場合があります。
被相続人の死亡によって数次相続となる物件がある場合、その物件に係る固定資産税・都市計画税に
ついても、本届出の代表相続人に対して告知等が行われます。
対象物件について不動産登記名義人が変更された場合、翌年度以降の納税義務者は新たな登記名義
人となり、本届出と関係なく新たな登記名義人に対して告知等が行われます。
本届出は、賦課期日（１月１日）の前後を問わず、被相続人名義の物件に係る固定資産税・都市計画税
の告知文書等の送付相手方を指定するものであり、地方税法第９条の２に定める代表者としての意義
及び同法第３４３条に定める現に所有する者のうちの代表者としての意義を併せ持つものです。
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